
徳島県オンライン活用海外販路開拓事業費補助金交付要綱

（補助金の交付）

第１条 知事は、県内中小企業者等の海外展開を支援し、地域経済活性化を図るため、

越境ＥＣ参入やバーチャル展示会出展等、オンラインの活用による海外販路開拓の取組

に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、

徳島県補助金交付規則（昭和５８年徳島県規則第５３号。以下「規則」という。）に定

めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

（補助対象者）

第２条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げるすべての要件を満たす者

とする。

（１）中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条に規定する中小企業者・小

規模企業者であること。

（２）徳島県内に本店の登記を行っている法人又は住民登録を行っている個人事業主で

あること。

（３）直近１年間以上の営業実績があり、この期間に決算を行っていること。

（補助対象事業等）

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）、補助金の交

付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）、補助率及び補助額は、別表に

掲げるとおりとする。

（補助金交付申請書等）

第４条 規則第３条の補助金交付申請書は、様式第１号による。

２ 規則第３条の知事が定める書類は、次に掲げるとおりとする。

（１）補助事業計画書（別紙１）

（２）経費明細表（計画）（別紙２）

（３）その他知事が必要と認める書類

３ 規則第３条の知事が定める期日は、別に定める。

（補助金の交付の条件）

第５条 規則第５条第１項各号に掲げる事項、規則第１５条の２に規定する事項及び次

の各号に掲げる事項は、補助金の交付の決定の条件となる。

（１）補助事業者は、補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取

得財産等」という。）については、補助事業の完了後においても、取得財産等管理台

帳（様式第２号）を備え、その保管状況を明らかにし、善良な管理者の注意をもっ

て管理するとともに、補助金の交付の目的に従って、その効率的な運用を図らなけ

ればならない。

（２）補助事業者は、補助事業に基づく発明、考案等に関して、特許権、意匠権又は商

標権等（以下「知的財産権等」という。）を補助事業期間内に出願若しくは取得した

場合又はそれを譲渡し、若しくは実施権等を設定した場合には、遅滞なく知的財産



権等取得等届出書（様式第３号）を知事に提出しなければならない。

（軽微な変更）

第６条 規則第５条第１項第１号の知事が定める軽微な変更は、補助対象経費の区分ご

とに配分された額について、その２０パーセント以内の金額の変更をしようとする場

合をいう。

２ 規則第５条第１項第２号の知事が定める軽微な変更は、次に掲げる場合をいう。

（１）補助目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意により、

より能率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合

（２）補助目的及び事業能率に関係がない事業計画の細部の変更である場合

（変更の承認の申請等）

第７条 規則第５条第１項第１号及び第２号の規定による知事の承認を受けようとする

者は、補助事業変更承認申請書（様式第４号）を知事に提出しなければならない。

２ 規則第５条第１項第３号の規定による知事の承認を受けようとする者は、補助事業

中止（廃止）承認申請書（様式第５号）を知事に提出しなければならない。

３ 規則第５条第１項第４号の規定による知事への報告をしようとする者は、補助事業

遅延等報告書（様式第６号）を知事に提出しなければならない。

（実績報告書等）

第８条 規則第１１条の実績報告書は、様式第７号による。

２ 規則第１１条の知事の定める書類は、次に掲げるとおりとする。

（１）補助事業実績書（別紙３）

（２）経費明細表（実績）（別紙４）

（３）その他知事が必要と認める書類

３ 規則第１１条の規定による実績報告書は、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認

を受けた日から起算して３０日を経過した日、又は補助金の交付の決定のあった年度

の３月末日のいずれか早い期日までにしなければならない。

（補助金の請求）

第９条 規則第１２条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金請求書（様式第

８号）に当該通知に係る通知書の写しを添えて知事に補助金の請求をしなければなら

ない。

（補助金の支払）

第１０条 知事は、前条の補助金請求書等を受理した後に、補助金を支払うものとする。

（証拠書類等の保管）

第１１条 規則第１６条の帳簿及び証拠書類の保管の期間は、補助事業の完了の日又は

廃止の承認を受けた日の属する年度の翌年度から起算して５年間とする。

（財産処分の制限）

第１２条 規則第１７条の規定による知事の承認を受けようとする者は、取得財産等の



処分承認申請書（様式第９号）を知事に提出しなければならない。

２ 規則第１７条第２号及び第３号の知事が定める財産は、取得価格又は効用の増加価

格単価５０万円以上のものとする。

３ 規則第１７条の知事が定める期間は、補助金交付の目的及び減価償却資産の耐用年

数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）を勘案して、経済産業大臣が定め

る期間とする。

４ 知事は、規則第１７条の承認をする場合、当該取得財産等が前項に定める期間を経

過している場合を除き、補助事業者が取得財産等の処分をすることにより収入がある

ときは、その収入の全部又は一部を県に納付させることがある。

附 則

この要綱は、令和３年３月２９日から施行する。



別表（第３条関係）

補助事業 補助対象経費（税抜） 補助率等

補助対象事業 報償費 専門家謝金（補助事業の 補助率２分の１

（１）越境ＥＣサイトへの出店 遂行に直接必要なものに 以内

（２）越境ＥＣサイト構築 限る）

（３）バーチャル展示会出展 上限５０万円

（４）ＷＥＢでのセールスプロ 役務費 越境ＥＣサイト開設料、

モーション バーチャル展示会出展料、申請は１事業者

（５）映像コンテンツ作成 翻訳・通訳手数料、広告 １度限り

（６）その他オンラインを活用し 費等

た海外販路開拓業務

委託費 映像コンテンツ作成費、

越境ＥＣサイト作成費等

借損費 動画撮影機器・撮影会場

借上料、出展に係る機材

等の使用料等


